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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成９年 ９月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成９年１１月 港湾審議会第１６４回計画部会 

の議を経、その後の変更については 

・平成１０年 ２月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成１１年 ６月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成１１年 ７月 港湾審議会第１６９回計画部会 

・平成１２年 ５月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成１７年 ３月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成１８年 ３月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成２１年 ２月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成２３年 ２月 和歌山県地方港湾審議会 

・平成２４年 ２月 和歌山県地方港湾審議会 

 

の 議 を 経 た 和 歌 山 下 津 港 の 港 湾 計 画 の 軽 易 な 変 更 を す る

ものである 。  
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  －－－－1111－－－－    

変更理由 

毛見地区において、海洋性レクリエーションの要請の変化に対応する

ため、マリーナ計画を変更する。 

 

 

 

 



  －－－－2222－－－－    

 

１ マリーナ計画（変更） 

海洋性レクリエーションの要請の変化に対応するため、マリーナ計

画を次のとおり変更する。 

 

［毛見地区］ 

 北マリーナ 

防波堤        延長 １８０ｍ［既定計画の変更］   

（うち１６５ｍ既設） 

 

既定計画 

防波堤        延長 １９０ｍ 

（うち１６５ｍ既設） 

 

 

  



  －－－－3333－－－－    

 

 

 

和 歌 山 下 津 港 港 湾 計 画 位 置 図 

凡 例 

 計画変更箇所 

毛見地区 
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今回計画

既定計画

既設

桟橋 既設

物揚場 既設

船揚場 既設

埠頭用地 既設

その他の用地 既設
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防波堤
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